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は じ め に 

 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により実施した令和４年度定期

監査の結果について、同条第９項の規定により議長及び市長に提出し、かつ公表

してまいりました。 

また、地方自治法第１９９条第７項の規定により実施した令和４年度財政援助

団体等の監査の結果についても、同条第９項の規定により議長、市長、及び財政

援助団体等の代表に提出し、かつ公表してまいりました。 

このたび、その監査意見及び担当部署に関する改善の回答をとりまとめました

ので、今後の事務の参考になれば幸いです。 

 

 

令和５年８月 

　　　　　　 
 

　　　　   　　　　　　　砺波市監査委員　佐野　勝隆 

　　　　　　　　　　　   　　　　　　　砺波市監査委員　今藤　久之 
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２　財政援助団体・指定管理者の監査の意見及び回答 

 

 

＜ 監査対象 ＞ 

令和３年度分について実施した。 

 令和４年 ９月１４日 砺波商工会議所　 
 公益財団法人 

砺波市花と緑と文化の財団　

 

 社会福祉法人 

砺波市社会福祉協議会　

 

 １０月１４日 一般社団法人砺波市観光協会　
 庄川峡観光協同組合　
 １１月１６日 砺波市五谷観光企業組合　

 令和４年 １１月１６日 企画政策課　 
 市立砺波総合病院　
 こども課　
 １２月２１日 市民課　
 庄川健康プラザ　
 市民福祉課　
 令和５年   １月１６日 農地林務課　
 教育総務課　
 教育センター　
 砺波郷土資料館　
   ２月１７日 健康センター　
 会計課　
 議事調査課　
 ３月１６日 市民生活課（消費生活センター）　
 上下水道課　
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１　定期監査の意見及び回答 

 意　　　　見 回　　　　答

 企画政策課 

　意見なし 

 

市立砺波総合病院 

　　意見なし 

 

こども課 

意見なし 

 

市民課 

意見なし 

 

庄川健康プラザ 

意見なし 

 

市民福祉課 

　　意見なし 

 

農地林務課 

意見なし 

 

教育総務課 

　意見なし 

 

教育センター 

　　意見なし 

 

砺波郷土資料館 

意見なし 

 

健康センター 

意見なし 

 

会計課 

　　意見なし 

 

議事調査課 

　　意見なし 

 

市民生活課（消費生活センター含む） 

意見なし 

 

上下水道課 

意見なし 
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２　財政援助団体・指定管理者等の監査の意見及び回答 

 意　　　　見 回　　　　答

 砺波商工会議所 

(砺波市出町子供歌舞伎曳山会館） 

意見なし  

 

公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団 

　(砺波市文化会館、チューリップ四季彩館ほか） 

(1) 各施設において事務処理方法に差異が見受

けられたので、共通した処理を行うよう改善を

図られたい。 

 

 

　社会福祉法人砺波市社会福祉協議会 

　(砺波市社会福祉会館、福祉センター苗加苑ほか） 

意見なし 

 

　一般社団法人砺波市観光協会 

意見なし 

 

　庄川峡観光協同組合 

(ゆずの郷やまぶき、庄川水記念公園ほか） 

(1) 経理事務については、後継者育成の観点から

も、複数人でチェックを行うよう改善を図られ

たい。 

 

　砺波市五谷観光企業組合 

(夢の平コスモス荘、砺波市夢の平ペアリフトほか） 

意見なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘事項の改善に向けて、各施設に

おける事務処理方法の統一化のため、

職員の意識付けに努めるとともに共

通した事務処理方法の周知徹底を図

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ご指摘の経理事務につきましては、

組合幹部内で協議を行い、複数人での

チェック体制への改善・後継者の育成

を急ぐ事としました。 

 


